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住所や世帯に変更があったときは届出を
　進学や就職、転勤などで引っ越しをされた方は、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になり
ますので、住所変更の届出を忘れずに行ってください。
　３月下旬から４月上旬にかけては窓口が特に混み合う時期となります。手続きには時間に余裕を
もってお越しいただきますようお願いします。
※転入・転居届は住所の異動から２週間以内に届出が必要です。
※転出届は転出予定日の２週間前から手続きが可能です。
必要なもの
　・本人確認書類（個人番号カード、運転免許証、健康保険証など）
　・お持ちの方は個人番号カード（新住所の記載を行います）
　・印鑑
　・前住地で発行された転出証明書（転入届の場合）
　・委任状（本人や同一世帯の方以外が手続きをする場合）
問合せ
　税務住民課住民生活グループ　☎㉒ 2940
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眼底検査受診費用の一部を
助成します

　希望者に眼底検査を医療機関で受けた費用の一部を助成します。
対象者
　満 40 歳以上（昭和 57 年３月 31 日以前に出生された方）で、下記に該当する方は除きます。
　　①令和 3 年度の健康診査で眼底検査を受けた方
　　②通院により眼底検査を受けている方（医師の指示により眼底検査を受ける予定の方も含みま
　　　す）
受診方法
　①役場で「眼底検査受診御依頼書」と「安平町眼底検査費用助成交付申請書」の交付を受ける。
　②「眼底検査受診御依頼書」を自分で選んだ眼科医療機関へ提出、検査を受けて検査料金を医療
　　機関で支払い、領収書を発行してもらう。
　　　※「健診」扱いになるので、保険証は使えません。
　③「安平町眼底検査費用助成交付申請書」に記載し、②の領収書を郵送または窓口へ提出して費
　　用の助成手続きを行う。
　　　※助成額は 5,038 円が上限です。
助成期間
　１月１日㈯から３月 31 日㈭までに受診した検査が助成の対象となります。
助成申請手続き期限
　４月 15 日㈮まで
問合せ（ご不明な点は下記までご連絡ください）
　健康福祉課健康推進グループ　☎㉙ 7071

ドッグラン（早来地区）について
ご意見をお聞かせください　〜募集期間残りわずか〜

　広報あびら２月号で募集していた『ドッグラン（早来地区）について』、現在５件（うち賛成が３件、
反対が２件）のご意見をいただいておりますが、数が少ない状況です。
　募集期間が残りわずかですが、引き続きご意見をお待ちしています。
募集期間
　２月 10 日㈭～３月 31 日㈭
募集方法
　建設課土木・公園グループの窓口、電話、メール
　　※メールの場合、氏名、住所、電話番号を必ず記載ください。
対象
　早来地区にお住まいの方
問合せ
　建設課土木・公園グループ　☎㉙ 7075　メール　kouen-kanri@town.abira.lg.jp
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人権相談専用電話番号のお知らせ

　４月１日㈮から室蘭地方気象台の問い合わせ先が、内容ごとに変更となります。ご理解とご協力
をお願いします。
　・胆振、日高地方の天気予報や気温などに関すること　☎ 0143 ㉒ 3227
　・見学や講演依頼、気象資料の閲覧、気象証明・鑑定に関すること　☎ 0143 ㉒ 4249
　・上記以外に関すること　☎ 0143 ㉒ 2598
※夜間（17 時 15 分～８時 30 分）および土、日、祝日は留守番電話となります。
※夜間等は自動音声による天気予報のみ対応しています。音声ガイダンスに従ってください。
　　☎ 0143 ㉒ 0109
問合せ　室蘭地方気象台防災管理官　☎ 0143 ㉒ 4249

　法務省の人権擁護機関では、年間を通じて、下記のとおり人権相談専用電話を設置して、皆さん
からの人権相談に関するお電話をお待ちしています。
　毎日の生活の中で、いじめ・差別、家庭内での暴力、職場での嫌がらせ、ストーカーや不動産・
金銭のトラブルなどの困りごとがありましたら、解決の方法を一緒に考えさせていただきますので、
お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。

室蘭地方気象台からのお知らせ

　みんなの人権110番　☎ 0570‒003‒110（ナビダイヤル）
　・差別などの人権問題や困りごとに関するご相談はこちらへ。
　・最寄りの法務局の本局または支局につながります。
　子どもの人権110番　☎ 0120‒007‒110（フリーダイヤル）
　・いじめや虐待など、子どもの人権に関するご相談はこちらへ。
　・最寄りの法務局の本局につながります。
　女性の人権ホットライン　☎ 0570‒070‒810（ナビダイヤル）
　・セクハラや DV など、女性の人権に関するご相談はこちらへ。
　・最寄りの法務局の本局につながります。

　※上記各専用電話の受付時間は、いずれも平日 8 時 30 分から 17 時 15 分までです。
問合せ　札幌法務局苫小牧支局　☎ 0144 ㉞ 7151

「大規模災害時における相互協力に関する基本協定」
を締結しました

　３月 15 日㈫、北海道電力株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社と大規模災害時にお
ける相互協力に関する基本協定を締結しました。この協定は、大規模災害発生時等において相互に
協力を行い、停電復旧を迅速かつ的確に対応することによって、住民生活の早期安定を図ることを
目的に締結されたものです。
　町ではこれらの協定を通じ、さらなるまちの安全・安心を目指してまいります。
問合せ　総務課情報グループ　☎㉒ 2511
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快適で安全・安心な住環境を求める方を支援
住宅リフォーム費用助成事業

　町民の皆さんやこれから安平町に移住される方が、町内の建設業者に依頼して自ら所有している
住宅のリフォームを行う場合、工事費の一部を助成します。

受付期間
　４月１日㈮～12月15日㈭
　※先着順で申請を受け付けます。また、予算額に達した場合は、受付期間中に終了する場合があ
　　ります。
対象者
　・町内に住所を有する方、または安平町に移住される方
　・５年以上居住することを確約できる方
　・住宅の所有者でかつ、その住宅に現に居住している方（移住される方は対象外）
　・住宅の所有者および同一世帯全員が町税等を滞納していない方
　・暴力団等に属していない方

対象工事
　・バリアフリー改修工事（通路幅拡幅、浴室・トイレ改良、
　　段差解消など）
　・耐震補強工事（昭和56年５月31日以前に着工された住宅）
　・町が定める基準以上の断熱、省エネ改修工事

対象住宅
　・町内にある専用、併用住宅（併用住宅の場合は居住部分のみ対象）
　・築後10年を経過している住宅
　・建築基準法等を遵守している住宅
　・町内の業者がリフォームする住宅

助成額
　・対象工事の税込額が10万円以上のリフォーム工事の１／２（上限150万円）
　・申請者の同一世帯における満18歳未満の子の人数によって助成額を加算（上限あり）
　※昭和56年５月31日以前に着工された住宅は、耐震一般診断で総合評価1.0以上であること、ま
　　たは耐震補強工事により総合評価1.0以上とすること。
　※助成金交付決定前に着手していない工事で、申請する年度の１月末日までに完了する工事であ
　　ること。
　※助成金の交付は、同一住宅および同一人につき１回限り。

【対象とならない工事】
　単なる屋根、壁の塗装や張り替えや住宅の解体、給湯ボイラー等の機械設備、設計費など。

申込み・問合せ
　建設課施設グループ　☎㉒2516
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「安平町既存住宅耐震診断等費用
補助金交付制度」のご案内

　町内にある既存住宅の耐震診断、補強設計および耐震改修工事を行う方に対し、その費用の一部
を補助します。

受付期間
　４月１日㈮～９月 30 日㈮
　※先着順で申請を受け付けます。また、予算額に達した場合は、受付期間中に終了する場合があ
　　ります。

対象住宅
　・昭和 56 年５月 31 日以前に着工された住宅
　・申請年度までに完了する工事であること
　・建築基準法その他関係法令に違反していないこと

対象者
　・町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人
　・町に納付すべき町税等を滞納していないこと

補助金額
　・耐震診断　耐震診断に係る経費の２／３（上限 89,000 円）
　・補強設計　補強設計に係る経費の２／３（上限 100,000 円）
　・耐震改修工事　耐震改修工事※に係る経費の 23％（上限 822,000 円）
　　※外壁、屋根、断熱等の付帯工事については、耐震改修工事を行うために必要な範囲のみ対象。
　　　ただし、従前と同等の仕様であることが条件になります。

その他
　耐震診断を行う者は、建築士の資格を有し、かつ北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿におい
て耐震診断の講習区分で登録しているもの、または耐震改修促進法施行規則第５条第１項各号に掲
げる耐震診断資格者である必要があります。

申請に必要な書類
　・安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付申請書（様式第１号）
　・住民票の写し
　・登記事項証明書（建物）
　・納税証明書
　・位置図、配置図、平面図等
　・見積内訳書
　・耐震診断報告書（様式第２号）（補強設計・耐震改修工事を行う場合）
　・改修計画書（様式第３号）（耐震改修工事を行う場合）

申込み・問合せ
　建設課施設グループ　☎㉒ 2516
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「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」
のお知らせ

【住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します】
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活や暮らしの支援を受けられるよう、令和
３年度住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
給付対象者
　基準日（令和３年 12 月 10 日）に安平町の住民基本台帳に記録されている方であり、同一の世帯
に属する方全員が令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
　ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありませ
ん。
給付額
　給付対象世帯１世帯につき 10 万円（支給は１回のみ）です。給付対象者が属する世帯の世帯主
名義の口座へ振り込みます。
申請期限
　２月 22 日㈫から９月 30 日㈮までの期間で申請を受け付けます。
　※２月 18 日㈮発送で、臨時特別給付金の確認書を郵送しています。該当すると思われる方で、
　　申請書が届いていない方や該当するか確認したい方は、下記までお問い合わせください。
支給時期
　確認書の返送後、健康福祉課での受付日からおよそ１か月以内での支給を予定しています。決定後、
振込日を記載した決定通知を健康福祉課よりお送りします。
申請方法
　町から郵送する確認書に必要事項を記入してください。詳しい申請方法は確認書に同封していま
すので、ご確認ください。
　※申請書に同封している返信用封筒にて郵送で提出いただくよう、ご協力をお願いします。
　・ＤＶ等を理由に避難している方へ
　　　ＤＶ等を理由に避難している方が支給を受けるにあたり、事情により、現在住んでいる安平
　　町に住民票を移すことができない方は、下記①～③のいずれかの要件にあてはまる場合、所定
　　の申出書を提出し、申請を行うことで、給付金を受け取ることができます。
　　　安平町に住民票を移さず、申請を行うことができる要件
　　　　①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。
　　　　②婦人相談所の証明書などが発行されている。
　　　　③住民基本台帳の閲覧制限が「支援措置」対象となっている。
注意事項
　・申請時期や支給時期は、各市町村によって異なります。
　・この給付金に関して、給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください。
　・町や総務省などがＡＴＭ（銀行、コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、
　　絶対にありません。
　・町や総務省などが住民の皆さんの世帯構成や生年月日等の個人情報を照会することは、絶対に
　　ありません。
問合せ
　健康福祉課福祉グループ　☎㉙ 7071
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「住民税非課税世帯等臨時特別給付金
（家計急変世帯向け）」のお知らせ

　住民税非課税世帯臨時特別給付金に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情があると認められる世帯に対して臨時
特別給付金を支給します。
給付対象者
　基準日（令和３年 12 月 10 日）に安平町の住民基本台帳に記録されている方であり、令和３年度
分の住民税均等割が課されている世帯員全員それぞれの１年間の収入見込み額または１年間の所得
見込み額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の世帯。
　ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありませ
ん。
給付額　
　給付対象世帯１世帯につき 10 万円（支給は 1 回のみ）です。給付対象者が属する世帯の世帯主
名義の口座へ振り込みます。
申請期限
　２月 22 日㈫から９月 30 日㈮までの期間で申請を受け付けます。
支給時期
　申請書類提出後、健康福祉課より振込日を記載した決定通知をお送りします。
申請方法
　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）の窓口
に申請書を設置しています。ご希望の方には申請書一式を送付しますので、下記までご連絡くださ
い。また、町ホームページよりダウンロードすることもできます。
　以下の必要書類を揃え、郵送または上記窓口にて申請してください。
　　必要書類
　　　①申請書
　　　②収入見込み額の申立書
　　　③申請者の本人確認書類の写し
　　　④受取口座を確認できる書類の写し（世帯主名義のものに限る）
　　　⑤「令和３年中の収入（所得）見込み額」または「任意の１か月の収入」の状況が確認でき
　　　　る書類の写し（世帯全員分）
問合せ
　健康福祉課福祉グループ　☎㉙ 7071

Facebook YouTube┏ ┓

┗ ┛

び ら の ま ち の 様 子 を 、
SNSで発信しています。あ

Facebook ではまちの取り組みや事業などを、
YouTube ではあびらチャンネルで放送した過
去の動画などをご覧いただくことができます。
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　ぬくもりの湯に来館される皆様には、感染症予防
のため「マスクの着用」「手指消毒」「来館時の体温
測定」をお願いしています。体調不良の方はご来館
を控えていただくなど、引き続きご理解・ご協力を
お願いします。

休館日　４月12日、26日（毎月第２・４火曜日）
問合せ　ぬくもりの湯　☎㉕2968（営業時間　11時～22時）

・３月29日㈫　子どもイベント
　中学生以下のお子さんを対象にイベントを開催！輪投げやストライクナインに挑戦でお
もちゃや鬼滅グッズがもらえます。
・４月19日㈫　カラダ測定会
　体組成計で体脂肪率や筋肉量等が測れます。結果をもとに作業療法士からアドバイスが
もらえます。参加者は入浴料 100 円引きとスタンプ２倍！
※イベントは新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止になる場合があります。

安平町全域光回線
サービス提供開始のお知らせ

　昨年より誘致活動を進めていた安平町全域光回線整備ですが、サービス提供が開始されましたの
でお知らせします。
　なお、事前加入申し込み提出有無に関わらず対象地域にお住まいの方で光回線の利用を希望され
る方は、それぞれご自身で通信事業者にお申し込みいただくようお願いします。
整備エリア　安平町全域
受付開始日　３月４日㈮
提供開始日　３月 15 日㈫
【あびらネット · 衛星インターネットご利用者の方へ】
　３月中旬にサービス移行の流れ等について通知書を発送していますのでご確認ください。
【営業電話にご注意ください】
　光回線整備に伴い、『町から委託を受けて営業している』と話す通信事業者がいると情報提供があ
りました。
　光回線誘致活動の際にご提出いただいた事前加入申込書は、「NTT 東日本に加入の意思表示」と
して提出しましたが、町として NTT 東日本に営業電話の委託は行っておりません。
　何かお困りごとがありましたら、国民生活センター（☎ 188）または道立消費生活センター（☎
050‒7505‒0999）までご相談ください。
問合せ
　フレッツ光サービスに関すること
　　N ＴＴ東日本－北海道南支店マーケティング担当　☎ 0120‒438000
　その他に関すること
　　総務課情報グループ　☎㉒ 2511
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　４月１日㈮～４月 14 日㈭

案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日を除く）
　申込受付期間：４月１日㈮～４月 14 日㈭　８時 30 分～ 17 時 15 分

受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）　・住民サービス課（総合支所）

必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新のもの）、世帯全員の住民票の写し、
世帯全員が市町村税を滞納していないことの証明書の写し、マイナンバーカード（個人番号カード）
または通知カード

抽選日時・場所
　募集住宅に対し重複した場合は下記日程で抽選を行います。抽選場所は地区によって異なります。
　早来地区分　４月 18 日㈪　９時 30 分～総合庁舎
　追分地区分　４月 18 日㈪　13 時 30 分～総合支所

募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所でご確認ください）
　早来地区：遠浅南公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、早来北町公営住宅、遠
　　　　　　浅駅前公営住宅、早来あけぼの公営住宅、早来あけぼの特定公共賃貸住宅
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅
　単身者用：追分カームビレッジ特定単身者住宅

その他
　・令和４年５月１日より契約、15 日以内に入居可能な方に限ります。

問合せ　建設課施設グループ　☎㉒ 2516

　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町　
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059‒1595 安平町早来大町 95 番地
　　　　（☎㉒2511・FAX ㉒2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/town.abira　

暮らしの困りごとの相談に行政相談委員が応じます
　年金の手続や制度について知りたいこと、借金や遺産相続について相談したいなど、あなたの暮
らしの困りごとをお気軽にご相談ください。
　相談は無料。秘密は守ります。行政相談委員の自宅または電話で常時相談に応じます。
　総務省行政相談委員　早来地区　水野　佐 氏　☎㉒3518
　　　　　　　　　　　追分地区　平野秀樹 氏　☎㉕2774
　問合せ　総務課総務グループ　☎㉒2511
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地域安全ニュース 令和４年３月 22 日発行
令和３年度第 12 号
安平町防犯協会

還付金詐欺大量発生中！還付金詐欺大量発生中！

発行：安平町防犯協会

　地域安全ニュースで何度もお伝えしていますが、道内で還付金詐欺による被害が後を絶たず、２月 14
日から 27 日の２週間で 15 件、被害総額は 1,800 万円にもなっています。還付金手続きのために ATM
へ向かうように言われた場合、詐欺の可能性が非常に高いです。下記を参考に十分に注意してください。

不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！

　　　　　　　　　苫小牧警察署☎ 0144㉟ 0110　　　追分駐在所☎㉕ 2003
　　　　　　　　　安平駐在所☎㉓ 2339　　　　　　　早来駐在所☎㉒ 2030
　　　　　　　　　遠浅駐在所☎㉒ 2211　　　　　　　役場総務課☎㉒ 2511

還付金詐欺とは
　還付金詐欺とは、市町村職員や税務署、年金事務所の職員等を名乗る者から、医療費・保険料の還
付金があるなどと電話が掛かってきて、指示通りに ATM を操作すると犯人の口座にお金が振り込ま
れてしまうという詐欺です。

私は大丈夫という考えを捨てる！
　すべての対策はここから始まります。還付金があると言わ
れると、つい期待してしまいますが、そんなに甘い話はない
と考えを切り替えましょう。もし電話がかかってきたら、相
手の連絡先を聞いて折り返すことにし、対象の行政機関にそ
のような還付金があるか確認しましょう。

普段から、家族とのコミュニケーションを！
　高齢者の中には、インターネットなどで広範囲から情報を
得ることが苦手な方もいます。そんな時、子どもや孫にイン
ターネットなどで情報収集をお願いできるように、家族とこ
まめに連絡がとれる環境を作っておくとお互いに安心です。

不安なら、留守番電話や着信拒否を設定しておく！
　自宅の電話を留守電にして、知人の電話とわかってから通話に応じるのも対策のひとつです。また、
携帯電話・スマホの場合、連絡帳に登録されている人以外の着信を拒否する設定にすることで、一定
数の不審な電話をはじくことができます。

もし、振り込んでしまったら
　万が一、お金を振り込んでしまった場合、警察署や最寄りの駐在所、または取り引きしている金融
機関へすぐ相談しましょう。

・町職員等がＡＴＭの操作により還付金を返金することは絶対にありません。
・ＡＴＭは預金の預け入れや引き出し、他者への振り込みなどを主に行う機械です。操作により、還
　付金を受け取ることはできません。
・おかしいと思ったら、内容を聞かずにすぐ電話を切りましょう。
・「還付金があるのでＡＴＭへ」という電話があったら、家族や周囲の人、警察に相談しましょう。


